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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

連結経営指標等

　

回次
第74期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第75期
第１四半期連結
累計(会計)期間

第74期

会計期間

自　平成20年
　　４月１日
至　平成20年
　　６月30日

自　平成21年
　　４月１日
至　平成21年
　　６月30日

自　平成20年
　　４月１日
至　平成21年
　　３月31日

売上高 (百万円) 50,939 40,845 190,108

経常利益 (百万円) 2,551 785 5,582

四半期(当期)純利益 (百万円) 1,909 416 3,293

純資産額 (百万円) 82,314 78,840 76,939

総資産額 (百万円) 179,259 161,848 167,894

１株当たり純資産額 (円) 739.86 709.77 692.34

１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) 17.31 3.78 29.87

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 45.5 48.4 45.5

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 6,166 5,303 8,012

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △2,757 △1,881 △10,194

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △613 △8 1,196

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) 22,277 21,849 18,425

従業員数 (名) 4,171 4,568 4,375

(注) １　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

おりません。

２　売上高には、消費税等は含まれておりません。

３　潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。

４　従業員数は、就業人員数を表示しております。
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２ 【事業の内容】

当第１四半期連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営んでいる事業の内容

について、重要な変更はありません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。

　

３ 【関係会社の状況】

当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

平成21年６月30日現在

従業員数(名) 4,568

(注) 従業員数は、就業人員であります。

　

(2) 提出会社の状況

平成21年６月30日現在

従業員数(名) 3,003

(注) 従業員数は、就業人員であります。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当第１四半期連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。

　

事業の種類別セグメントの名称 金額(百万円) 前年同四半期比(％)

オフィス環境事業 11,032 △39.9

商環境事業 4,723 5.3

物流機器事業他 827 △52.2

合計 16,582 △32.5

(注) １　金額は、販売価格によっております。

２　金額には、消費税等は含まれておりません。

　

(2) 受注実績

当第１四半期連結会計期間における受注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。

　

事業の種類別セグメントの名称 受注高(百万円)
前年同四半期比

(％)
受注残高(百万円)

前年同四半期比
(％)

オフィス環境事業 21,514 △26.8 5,970 △32.5

商環境事業 15,410 △7.1 1,333 △15.6

物流機器事業他 1,724 △39.3 349 △45.0

合計 38,650 △20.8 7,652 △30.8

(注) １　大部分が見込生産であるため、期中における注文総額を受注高としております。

２　金額には、消費税等は含まれておりません。
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(3) 販売実績

当第１四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。

　

事業の種類別セグメントの名称 金額(百万円) 前年同四半期比(％)

オフィス環境事業 22,978 △26.8

商環境事業 15,902 △4.3

物流機器事業他 1,963 △32.9

合計 40,845 △19.8

(注) １　主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合

相手先

前第１四半期連結会計期間 当第１四半期連結会計期間

販売高(百万円) 割合(％) 販売高(百万円) 割合(％)

三菱商事㈱ 4,960 9.7 4,314 10.6

２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

２ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

　

３ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等は行われておりません。

　

４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、本四半期報告書提出日現在において当社グループが判断したものでありま

す。

(1) 経営成績の分析

当第１四半期連結会計期間の国内経済は、昨年からの金融不安の世界的な拡がりにともなう企業業績

の悪化により、先行きの不透明感が高い中で、設備投資抑制・経費削減という、当社グループを取り巻く

環境は極めて厳しい状況で推移いたしました。

このような状況のもと当社グループは、各事業における更なる成長を目指して、製品力・デザイン力に

より差別化された新製品の投入と提案型販売を推進し、新しい市場の創造と新規顧客開拓に努めてまい

りました。

　

オフィス環境事業

　オフィス環境事業については、企業の投資抑制・経費削減に加え総人員削減の動きも顕著となり、オ

フィスの移転需要及びリニューアル需要はいずれも大きく減退いたしました。しかし一方で、企業の経費

削減の一環として、オフィスの効率化・コストダウンを目的としたオフィス需要は根強いものがあり、そ

れに対して働き方の見直しと併せてオフィスを「知的創造空間」へ転換する「クリエイティブ・オフィ

ス」の提案を中心としたソリューション型ビジネスを積極的に展開し、オフィスの付加価値向上を推進

してまいりましたが、売上高は減少する結果となりました。

この結果、当事業の売上高は22,978百万円(前年同四半期比26.8％減)となりました。
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商環境事業

商環境事業については、雇用・所得環境が厳しさを増す中、個人消費の伸び悩み、流通業の投資抑制、店

舗の小型化と引き続き厳しい事業環境で推移いたしました。そのような状況下、「食の安全・安心」、

「エネルギー効率の向上」、「ローコストオペレーション」をキーワードとした店舗のトータル提案、新

規顧客開拓による売上拡大に努めるとともに、新市場の開拓及び店舗保守サービス事業の展開と、事業領

域の拡大、競争力の強化を推進してまいりました。

この結果、当事業の売上高は15,902百万円(前年同四半期比4.3％減)となりました。

　

物流機器事業他

物流機器事業他については、物流センター、生産工場等の施設に対して、ソリューション型提案営業を

積極的に展開してまいりました。しかし、当事業においても市場環境の悪化にともない新規投資を先延ば

し・抑制する動きが増加し、物件数が減少したことにより、売上高の減少を余儀なくされました。

この結果、当事業の売上高は1,963百万円(前年同四半期比32.9％減)となりました。

　

これらの結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高40,845百万円(前年同四半期比19.8％減)、

営業利益570百万円(前年同四半期比72.4％減)、経常利益785百万円(前年同四半期比69.2％減)、四半期純

利益416百万円(前年同四半期比78.2％減)となりました。

　

(2) 財政状態の分析

総資産については、前連結会計年度末に比べて6,045百万円減少し161,848百万円となりました。流動資

産は現金及び預金が増加する一方、売上債権が減少した結果8,397百万円減少し、固定資産は建物及び構

築物等の有形固定資産が減少する一方、投資有価証券の増加等を主因とした投資その他の資産の増加に

より2,352百万円増加いたしました。 

負債については、仕入債務の減少などを主な要因として、前連結会計年度末に比べ7,946百万円減少し、

83,007百万円となりました。

純資産については、その他有価証券評価差額金の増加等により、78,840百万円となり、自己資本比率は

48.4％となりました。

　

(3) キャッシュ・フローの状況

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益773百万円の計上、減価償却費1,324

百万円、売上債権の減少額11,672百万円等による増加と、仕入債務の減少額8,519百万円、賞与引当金の減

少額940百万円、法人税等の支払額559百万円等による減少の結果、5,303百万円の資金増加(前年同四半期

は6,166百万円の増加)となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得740百万円等の支出により、1,881百万円の

支出(前年同四半期は2,757百万円の支出)となりました。

　財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増額753百万円等の収入と、配当金の支払額485

百万円等の支出により、8百万円の支出(前年同四半期は613百万円の支出)となりました。

これらの結果、当第１四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ3,424

百万円増加(前年同四半期は2,781百万円の増加)し、21,849百万円となりました。
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(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結会計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変

更及び新たに生じた課題はありません。

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内

容等(会社法施行規則第118条第３号に掲げる事項)は次の通りです。

　

(当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)の導入)

a. 基本方針の内容

当社は、平成21年５月11日開催の当社取締役会において、当社の財務及び事業の方針を決定する者の

在り方に関する基本方針を下記の内容にて新たに改訂する旨決議いたしました。

(基本方針) 

当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の財務及び事業の内容や当社の企業

価値の源泉を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を継続的かつ持続的に

確保、向上していくことを可能とする者である必要があると考えています。 

当社は、当社の支配権の移転を伴う買収提案についての判断は、最終的には当社の株主全体の意思に

基づいて行われるべきものと考えております。また、当社は、当社株式の大量買付であっても、当社の企

業価値ひいては株主共同の利益に資するものであれば、これを否定するものではありません。

しかしながら、株式の大量買付の中には、その目的等から見て企業価値や株主共同の利益に対する明

白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会

や株主が株式の大量買付の内容等について検討しあるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するた

めの十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもた

らすために買収者との協議・交渉を必要とするもの等、対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益

に資さないものも少なくありません。

また、当社が質の高い製品及びサービスの供給を継続し、企業価値・株主共同の利益を確保・向上さ

せるためには、①技術者達が人的つながりを基礎として協力しつつも互いに切磋琢磨する企業文化を

維持すること、②製品開発力の基礎である技術者及びお客様のニーズにあった空間の提案ができるデ

ザイナーや営業担当者等の人的資産を中長期的視点で育成し、優良な顧客基盤を維持・拡大すること、

③外部のデザイナーや仕入れ・販売等について業務提携を行っている国内外の事業パートナー等との

信頼関係を維持していくこと、④当社グループの事業分野・人的ネットワークのシナジーによる総合

力を最大限発揮していくこと等に重点を置いた経営が必要不可欠です。

　当社株式の大量買付を行う者が、当社の財務及び事業の内容を理解するのは勿論のこと、こうした当

社の企業価値の源泉を理解した上で、これらを中長期的に確保し、向上させることができなければ、当

社の企業価値ひいては株主共同の利益は毀損されることになります。また、外部者である買収者からの

大量買付の提案を受けた際に、株主の皆様が最善の選択を行うためには、当社の企業価値を構成する有

形無形の要素を適切に把握するとともに、買収者の属性、大量買付の目的、買収者の当社の事業や経営

についての意向、既存株主との利益相反を回避する方法、従業員その他のステークホルダーに対する対

応方針等の買収者の情報も把握した上で、大量買付が当社の企業価値や株主共同の利益に及ぼす影響

を判断する必要があり、かかる情報が明らかにされないまま大量買付が強行される場合には、当社の企

業価値ひいては株主共同の利益が毀損される可能性があります。

当社は、このような当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さない大量買付を行う者は、当社の

財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による大量買付に対して

は、必要かつ相当な対抗措置を採ることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保する必
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要があると考えます。

　

ｂ. 基本方針実現のための取組み

イ　基本方針の実現に資する特別な取組み

現在、2011年３月期を最終事業年度とする中期経営計画において「開発」「製造」「販売」を一

貫して行う当社の強みをより強化すること、即ちデザイン・開発・販売・アフターサービスまで、す

べてのビジネスプロセスにおいてコスト削減と同時に“質”の向上に取り組み、中長期的な観点で

さらなる国際競争力の強化を図り、「世界のオカムラ」への飛躍を目指すとともに企業価値の向上

に努めております。

2003年に輸出を開始したハイグレードシーティング「Contessa」は、順調に販売数が伸びており、

日本のオフィス家具メーカーとして初めて本格的輸出に成功し、その製品力・競争力には手ごたえ

を感じております。また、2008年６月には、世界最大の市場である北米において、オフィス家具常設展

示場のシンボル的な存在のMarchandise Mart Buildingに日本のオフィス家具メーカーとして初め

てショールームを開設し、現地で大きな反響を得ております。さらに同年７月にロンドン、12月には

ドバイに販売拠点を新設と、他社に先駆けて海外事業展開を積極化しております。

現在、当社のグローバルマーケットでの販売は、欧米・アジア・中東・その他世界50数カ国と広範

囲にわたり、着々と成果をあげておりますが、本中期経営計画においては、これまで以上に海外での

マーケティング活動に力を注ぎ、その手ごたえを実績へとし、「日本のオカムラ」から「世界のオカ

ムラ」への実現を最大のテーマと位置付けております。当社が日本のオフィス家具業界のリーディ

ングカンパニーとしての責任をもって、グローバルマーケットでの活動範囲を広げることが、当社の

企業価値ひいては株主共同の利益の維持・向上に資するものであり、加えて、産業全体の発展にもつ

ながるものと考えております。

加えて、当社においては、経営陣の株主の皆様に対する責任の所在を明確化するため、当社の取締

役の任期は１年となっております。また、独立性を有する社外取締役を３名選任しております。さら

に、監査役４名のうち、２名は独立性を有する社外監査役です。これら社外取締役と社外監査役が取

締役会等重要な会議に常時出席し、取締役の業務執行を十分に監視できる体制となっておりコーポ

レート・ガバナンス体制の強化に努めております。

　

　

ロ　基本方針に照らして不適切な者が支配を獲得することを防止するための取組み

　(i) 当社は、平成18年６月29日開催の第71回定時株主総会における承認を得て、「当社株式の大量

取得行為に関する対応策（買収防衛策）」（以下「旧プラン」といいます。）を導入しましたが、平

成21年６月26日開催の第74回定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）の終結の時を

もって旧プランの有効期間は満了しました。そこで、当社は、上記a.の基本方針に従い、今後も企業価

値ひいては株主共同の利益を引き続き確保し、向上させるために、本定時株主総会における承認を得

て、新たな当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）（以下「本プラン」といいます。

その概要は下記(ii)をご参照ください。）を導入いたしました。

(ii) 本プランの内容

(a) 本プランの目的

本プランは、当社の株券等に対する買付その他の取得もしくはこれに類似する行為またはこれ

らの提案（第三者に対して買付等を勧誘する行為を含みます。ただし、当社取締役会が本プランを

適用しない旨別途決定したものを除くものとし、以下、「買付等」といいます。）が行われる場合

に、買付等を行う者（以下、「買付者等」といいます。）に対し、事前に当該買付等に関する情報の
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提供を求め、当該買付等についての情報収集・検討等を行う時間を確保した上で、株主の皆様に当

社経営陣の計画や代替案等を提示したり、買付者等との交渉を行うこと等を可能とし、また、上記

a.記載の基本方針に反し、当社の企業価値・株主共同の利益を毀損する買付等を阻止することに

より、当社の企業価値・株主共同の利益を確保・向上させることを目的としております。

(b) 対象となる買付等

本プランは、①当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20％以上となる

買付その他の取得、又は②当社が発行者である株券等について、公開買付けに係る株券等の株券等

所有割合及びその特別関係者の株券等所有割合の合計が20％以上となる公開買付けのいずれかに

該当する買付等を対象とします。

買付者等は、予め本プランに定められる手続に従うものとし、本プランに従い当社取締役会又は

株主総会において本新株予約権の無償割当ての不実施に関する決議が行われるまでの間、買付等

を実行してはならないものとします。

(c) 本プランの発動に係る手続き

買付者等は、買付等の開始または実施に先立ち、別途当社の定める書式により、本プランに定め

る手続を遵守する旨の誓約文言等を含む書面等を当社に対して提出していただきます。また、買付

者は、当社が交付する書式に従い、株主の皆様の判断等のために必要な所定の情報を記載した書面

（以下「買付説明書」といいます。）を当社取締役会に対して提出し、また、当社取締役会は、受領

した買付説明書を、当社経営陣から独立した社外取締役等により構成される独立委員会に送付し

ます。

独立委員会は、買付者等から提出された情報や買付内容の検討、当社取締役会の提示した代替案

の検討、買付者等との協議、株主に対する情報開示等を行います。その上で、独立委員会は、買付等

について、下記(d)において定められる発動事由が存すると判断した場合には、当社取締役会に対

して、本プランの発動として新株予約権の無償割当てを実施することを勧告することがあります。

また、当社取締役会は、独立委員会が新株予約権の無償割当ての実施に際して、予め株主総会の

承認を得るべき旨の留保を付した場合、または、取締役会が、株主総会の開催に要する時間等を勘

案した上で、善管注意義務に照らし、株主意思を確認することが適切と判断する場合には、株主総

会を招集し、新株予約権の無償割当ての実施に関する株主の皆様の意思を確認することができま

す。

　当社取締役会は、上記の独立委員会の勧告を最大限尊重して新株予約権無償割当ての実施または

不実施に関する決議を行い、また、上記の株主総会の決議が存する場合には、その決議に従います。

(d)新株予約権の無償割当ての要件

本プランの発動として新株予約権の無償割当てを実施するための要件は、下記のとおりです。

記

発動事由その１

本プランに定められた手続に従わない買付等であり（買付等の内容を判断するために合理的に

必要とされる時間や情報の提供がなされない場合を含む。）、かつ新株予約権の無償割当てを実施

することが相当である場合

発動事由その２

下記の要件のいずれかに該当し、かつ新株予約権の無償割当てを実施することが相当である場

合

(a) 下記に掲げる行為等により、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害

をもたらすおそれのある買付等である場合
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① 株券等を買い占め、その株券等について当社関係者等に対して高値で買取りを要求する行為

② 当社の経営を一時的に支配して、当社の重要な資産等を廉価に取得する等当社の犠牲の下に

買付者等の利益を実現する経営を行うような行為

③ 当社の資産を買付者等やそのグループ会社等の債務の担保や弁済原資として流用する行為

④ 当社の経営を一時的に支配して、当社の事業に当面関係していない高額資産等を処分させ、

その処分利益をもって、一時的な高配当をさせるか、一時的高配当による株価の急上昇の機

会をねらって高値で売り抜ける行為 

(b) 強圧的二段階買付（最初の買付で全株式の買付を勧誘することなく、二段階目の買付条件

を不利に設定し、あるいは明確にしないで、公開買付け等の株式買付を行うことをいいます。）等、

株主に株式の売却を事実上強要するおそれのある買付等である場合

(c) 買付等の条件（対価の価額・種類、時期、方法の適法性、実現可能性、買付等の後における当

社の他の株主、従業員、顧客、取引先その他の当社に係る利害関係者に対する方針等を含みます。）

が当社の本源的価値に鑑み不十分または不適当な買付等である場合

(d) 当社の企業価値を生み出す上で必要不可欠な当社の従業員、顧客、取引先等との関係または

当社の企業文化を損なうこと等により、当社の企業価値または株主共同の利益に反する重大なお

それをもたらす買付等である場合

(e) その他

本プランに従い株主の皆様に対して割当てられる予定の新株予約権には、１円を下限として当

社株式１株の時価の２分の１の金額を上限とする金額の範囲内において、当社取締役会が決定し

た金額を払い込むことにより行使し、普通株式１株を取得することができ、また、買付者等による

権利行使が（一定の例外事由が存する場合を除き）認められないという行使条件、及び当社が買

付者等以外の者から当社株式１株と引換えに新株予約権１個を取得することができる旨の取得条

項が付されております。

　本プランの有効期間は、当社の第74回定時株主総会終了後３年以内に終了する事業年度のうち最

終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。ただし、有効期間の満了前であっても、

当社株主総会において本プランに係る無償割当てに関する事項の決定についての取締役会への委

任を撤回する旨の決議が行われた場合、または当社取締役会により本プランを廃止する旨の決議

が行われた場合には、本プランはその時点で廃止されることになります。また、株主総会において

本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止されることになり

ます。

本プラン導入後であっても、新株予約権無償割当てが実施されていない場合、株主の皆様に直接

具体的な影響が生じることはありません。他方、本プランが発動され、新株予約権無償割当てが実

施された場合、株主の皆様が新株予約権行使の手続を行わないとその保有する株式が希釈化され

る場合があります（ただし、当社が当社株式を対価として新株予約権の取得を行った場合、株式の

希釈化は生じません。)。

　

c. 具体的取り組みに対する当社取締役会の判断及びその理由

中期経営計画、コーポレート・ガバナンスの強化等の各施策は、当社の企業価値・株主共同の利益を

継続的かつ持続的に向上させるための具体的方策として策定されたものであり、まさに当社の基本方

針に沿うものです。

また、本プランは、上記b.ロ(ii)に記載のとおり、企業価値・株主共同の利益を確保・向上させる目

的をもって導入されたものであり、基本方針に沿うものです。特に、本プランは、①株主総会において株
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主の承認を得た上導入されたものであること、②一定の場合には本プランの発動の是非について株主

の皆様の意思を確認する仕組みが設けられていること、③本プランの発動に関する合理的な客観的要

件が設定されていること、④独立性を有する社外取締役等によって構成される独立委員会が設置され

ており、本プランの発動に際しては必ず独立委員会の判断を経ることが必要とされていること、⑤独立

委員会は当社の費用で第三者専門家を利用することができるとされていること、⑥本プランの有効期

間が３年間と定められた上、株主総会または取締役会によりいつでも廃止できるとされていること、⑦

当社取締役の任期は１年とされていることなどにより、その公正性・客観性が担保されており、企業価

値ひいては株主共同の利益に資するものであり、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものでは

あります。

　

(5) 研究開発活動

当第１四半期連結会計期間の研究開発費の総額は、174百万円であります。

なお、当第１四半期連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありま

せん。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

当第１四半期連結会計期間において、前連結会計年度末に計画中であった重要な設備の新設、除却等に

ついて、重要な変更ならびに重要な設備計画の完了はありません。

また、当第１四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 400,000,000

計 400,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成21年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成21年８月12日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 112,391,530112,391,530
東京証券取引所
大阪証券取引所
各市場第一部

単元株式数は1,000株であり
ます。

計 112,391,530112,391,530― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成21年６月30日 ― 112,391,530 ― 18,670 ― 16,759
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(5) 【大株主の状況】

当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりません。

(注）当第１四半期会計期間において、株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行及びその共同保有者である三菱ＵＦＪ信託銀

行株式会社、三菱ＵＦＪセキュリティーズインターナショナル、三菱ＵＦＪ投信株式会社から平成21年６月

29日付けで関東財務局長に提出された大量保有報告書（変更報告書）により、平成21年６月22日現在で以下

の株式を所有している旨の報告を受けておりますが、当社として当第１四半期会計期間末における所有株式

数の確認ができておりません。

なお、大量保有報告書（変更報告書）の内容は次のとおりであります。

氏名又は名称 保有株券等の数(千株) 株券等保有割合(％)

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 4,805 4.28

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 2,768 2.46

三菱ＵＦＪセキュリティーズインターナショナル 517 0.46

三菱ＵＦＪ投信株式会社 222 0.20
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(6) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、実質株主が把握できず、記載することがで

きませんので、直前の基準日である平成21年３月31日の株主名簿により記載しております。

① 【発行済株式】

平成21年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)
普通株式

2,004,000
― 単元株式数は1,000株であります。

(相互保有株式)
普通株式 302,000

― 同上

完全議決権株式(その他)
普通株式

109,434,000
109,434 同上

単元未満株式 普通株式 651,530
　

― 同上

発行済株式総数 112,391,530― ―

総株主の議決権 ― 109,434 ―

(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、株式会社清和ビジネスの相互保有株式330株、株式会社朝日相扶製作所の相

互保有株式736株及び当社所有の自己株式444株が含まれております。

　

② 【自己株式等】

平成21年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式) 　 　 　 　 　

株式会社岡村製作所
横浜市西区北幸二丁目７
番18号

2,004,000 ― 2,004,000 1.8

(相互保有株式) 　 　 　 　 　

株式会社清和ビジネス
東京都中央区日本橋室町
四丁目３番18号

158,00077,000235,000 0.2

株式会社朝日相扶製作所
山形県西村山郡朝日町
大字宮宿600番地15

2,000 65,000 67,000 0.1

合計 ― 2,164,000142,0002,306,000 2.1

(注) １　株式会社清和ビジネスは、当社の取引会社で構成される持株会(オカムラディーラー共栄会　神奈川県横浜市西

区北幸一丁目４番１号)に加入しており、同持株会名義で当社株式77,020株を所有しております。

２　株式会社朝日相扶製作所は、当社の取引会社で構成される持株会(オカムラ協力会持株会　神奈川県横浜市西区

北幸一丁目４番１号)に加入しており、同持株会名義で当社株式65,736株を所有しております。
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２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成21年
４月 ５月 ６月

最高(円) 509 534 589

最低(円) 451 479 498

(注)　株価は、東京証券取引所(市場第一部)の取引相場によっております。

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５ 【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、前第１四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平成20年６月30日まで)は、改正前の四半期連結

財務諸表規則に基づき、当第１四半期連結会計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）及び

当第１四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21年６月30日まで)は、改正後の四半期連結財務諸

表規則に基づいて作成しております。

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第１四半期連結累計期間(平成20年４月１

日から平成20年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表ならびに当第１四半期連結会計期間（平成21年

４月１日から平成21年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21年６月30

日まで)に係る四半期連結財務諸表について、あずさ監査法人により四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

(単位：百万円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 24,273 19,488

受取手形及び売掛金 35,928 47,600

有価証券 172 172

商品及び製品 11,306 12,254

仕掛品 1,216 1,286

原材料及び貯蔵品 2,138 2,248

その他 2,397 2,815

貸倒引当金 △46 △82

流動資産合計 77,386 85,784

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 16,601 16,880

土地 22,772 22,771

その他（純額） 11,106 11,438

有形固定資産合計 ※1
 50,479

※1
 51,090

無形固定資産

のれん 1,719 1,783

その他 2,319 2,347

無形固定資産合計 4,038 4,130

投資その他の資産

投資有価証券 19,557 16,120

その他 10,477 10,859

貸倒引当金 △91 △91

投資その他の資産合計 29,943 26,888

固定資産合計 84,462 82,109

資産合計 161,848 167,894
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(単位：百万円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 28,730 37,432

短期借入金 10,631 9,878

1年内返済予定の長期借入金 1,685 1,674

1年内償還予定の社債 － 5,000

未払法人税等 155 793

賞与引当金 594 1,535

その他 3,495 3,056

流動負債合計 45,293 59,370

固定負債

社債 10,000 5,000

長期借入金 10,362 10,639

退職給付引当金 11,967 11,710

その他 5,384 4,233

固定負債合計 37,714 31,583

負債合計 83,007 90,954

純資産の部

株主資本

資本金 18,670 18,670

資本剰余金 16,759 16,759

利益剰余金 42,411 42,547

自己株式 △2,357 △2,354

株主資本合計 75,484 75,622

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 3,059 1,057

為替換算調整勘定 △290 △345

評価・換算差額等合計 2,769 712

少数株主持分 586 604

純資産合計 78,840 76,939

負債純資産合計 161,848 167,894
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年６月30日)

売上高 50,939 40,845

売上原価 34,997 27,659

売上総利益 15,941 13,186

販売費及び一般管理費 ※1
 13,873

※1
 12,616

営業利益 2,067 570

営業外収益

受取利息 20 8

受取配当金 236 144

持分法による投資利益 101 40

その他 291 266

営業外収益合計 649 460

営業外費用

支払利息 124 161

その他 40 83

営業外費用合計 165 244

経常利益 2,551 785

特別利益

貸倒引当金戻入額 － 39

賞与引当金戻入額 ※2
 639 －

その他 0 0

特別利益合計 640 39

特別損失

固定資産除却損 26 －

固定資産除売却損 － 45

投資有価証券評価損 50 －

その他 17 5

特別損失合計 94 51

税金等調整前四半期純利益 3,096 773

法人税、住民税及び事業税 141 157

法人税等調整額 1,024 217

法人税等合計 1,166 375

少数株主利益又は少数株主損失（△） 21 △18

四半期純利益 1,909 416
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 3,096 773

減価償却費 1,413 1,324

固定資産除却損 26 －

固定資産除売却損益（△は益） － 45

持分法による投資損益（△は益） △101 △40

貸倒引当金の増減額（△は減少） 6 △36

賞与引当金の増減額（△は減少） △2,344 △940

退職給付引当金の増減額（△は減少） 164 256

受取利息及び受取配当金 △257 △153

支払利息 124 161

投資有価証券評価損益（△は益） 50 －

売上債権の増減額（△は増加） 8,379 11,672

たな卸資産の増減額（△は増加） 555 1,129

仕入債務の増減額（△は減少） △2,557 △8,519

その他 △547 166

小計 8,010 5,840

利息及び配当金の受取額 259 155

利息の支払額 △119 △133

法人税等の支払額 △1,984 △559

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,166 5,303

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △1,561 △740

無形固定資産の取得による支出 △54 △174

投資有価証券の取得による支出 △11 △5

投資有価証券の売却及び償還による収入 1,096 23

子会社株式の取得による支出 △2,089 －

その他 △138 △984

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,757 △1,881

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 516 753

長期借入れによる収入 － 100

長期借入金の返済による支出 △367 △364

社債の発行による収入 － 5,000

社債の償還による支出 － △5,000

自己株式の取得による支出 △3 △1

配当金の支払額 △734 △485

少数株主への配当金の支払額 △24 －

その他 － △9

財務活動によるキャッシュ・フロー △613 △8

現金及び現金同等物に係る換算差額 △13 10

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,781 3,424

現金及び現金同等物の期首残高 19,496 18,425

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 22,277

※1
 21,849
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
当第１四半期連結会計期間

(自　平成21年４月１日 至　平成21年６月30日)

１ 会計処理基準に関する事項の変更

(1) 完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更

請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、「工事契約に関す

る会計基準」(企業会計基準委員会　平成19年12月27日　企業会計基準第15号)及び「工事契約に関する会計基

準の適用指針」(企業会計基準委員会　平成19年12月27日　企業会計基準適用指針第18号)を当第１四半期連結

会計期間より適用し、当第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から、進捗部分について成果の確実性が

認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積は原価比例法）を、その他の工事については工

事完成基準を適用しております。

この変更にともなう損益に与える影響はありません。

　

【表示方法の変更】

　
当第１四半期連結会計期間

(自　平成21年４月１日 至　平成21年６月30日)

（四半期連結損益計算書）

前第１四半期連結累計期間において、区分掲記しておりました「固定資産除却損」（当第１四半期連結累計期

間30百万円）は、当第１四半期連結累計期間より「固定資産除売却損」に含めて表示しております。

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書）

前第１四半期連結累計期間において、区分掲記しておりました「固定資産除却損」（当第１四半期連結累計期

間30百万円）は、当第１四半期連結累計期間より「固定資産除売却損益（△は益）」に含めて表示しております。

　

【簡便な会計処理】

　
当第１四半期連結会計期間

(自　平成21年４月１日 至　平成21年６月30日)

１　棚卸資産の評価方法

当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸

高を基礎として合理的な方法により算出する方法によっております。

２　固定資産の減価償却費の算定方法

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法に

よっております。

　

【四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理】

当第１四半期連結会計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日)

該当事項はありません。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　
当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日)

前連結会計年度末
(平成21年３月31日)

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、92,568百万円

であります。

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、91,585百万円

であります。

　

(四半期連結損益計算書関係)

　
前第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日)

※１　販売費及び一般管理費の主なもの

荷造運搬費 2,839百万円

給料及び手当 4,166百万円

賞与引当金繰入額 371百万円

賃借料 1,754百万円

※１　販売費及び一般管理費の主なもの

荷造運搬費 1,943百万円

給料及び手当 4,205百万円

賞与引当金繰入額 352百万円

賃借料 1,833百万円

※２　賞与引当金戻入額

当社及び国内連結子会社の一部における賃金制度

の見直しによるものであります。

―――――――

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　
前第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日)

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結

貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 23,321百万円

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金
△1,165百万円

取得日から３ヶ月以内に償還期

限の到来する短期投資(有価証

券)

122百万円

現金及び現金同等物 22,277百万円
 

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結

貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 24,273百万円

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金
△2,546百万円

取得日から３ヶ月以内に償還期

限の到来する短期投資(有価証

券)

122百万円

現金及び現金同等物 21,849百万円
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(株主資本等関係)

当第１四半期連結会計期間末(平成21年６月30日)及び当第１四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　

至　平成21年６月30日)

　

１.　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 112,391,530

　

２.　自己株式に関する事項

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 2,138,793

　

３.　新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

　

４.　配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成21年６月26日
定時株主総会

普通株式 551 5.00平成21年３月31日 平成21年６月29日 利益剰余金

　

(2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の

効力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

　

５.　株主資本の著しい変動に関する事項

該当事項はありません。
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

　

　
オフィス
環境事業
(百万円)

商環境事業
(百万円)

物流機器
事業他
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高 　 　 　 　 　 　

　(1) 外部顧客に
　　　対する売上高

31,386 16,624 2,928 50,939 ― 50,939

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

― ― ― ― (―) ―

計 31,386 16,624 2,928 50,939 (―) 50,939

営業利益又は営業損失(△) 1,566 720 △219 2,067 (―) 2,067

(注) １　事業区分の方法

連結会社の事業活動における製品(役務提供を含む)の種類・性質及び販売市場等の類似性を勘案して区分し

ております。

２　各事業区分の主要製品

事業区分 主要製品

オフィス環境事業
オフィス家具、公共施設用家具、各種間仕切、研究施設用家具、セキュリティ製
品、SOHO家具

商環境事業 店舗用商品陳列棚、冷凍・冷蔵ショーケース、店舗カウンター

物流機器事業他
工場・倉庫用物品保管棚、物流自動機器・装置、産業車両・建設機器用流体変
速機、不動産賃貸、保険

３　当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会　平成18年７月５

日　企業会計基準第９号)を適用しております。この変更にともない、従来と同一の方法によった場合に比べ、

当第１四半期連結累計期間における営業利益は、「オフィス環境事業」が238百万円、「商環境事業」が47百

万円それぞれ減少し、営業損失は、「物流機器事業他」が33百万円増加しております。
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当第１四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日)

　

　
オフィス
環境事業
(百万円)

商環境事業
(百万円)

物流機器
事業他
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高 　 　 　 　 　 　

　(1) 外部顧客に
　　　対する売上高

22,978 15,902 1,963 40,845 ― 40,845

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

― ― ― ― (―) ―

計 22,978 15,902 1,963 40,845 (―) 40,845

営業利益又は営業損失(△) 323 340 △93 570 (―) 570

(注) １　事業区分の方法

連結会社の事業活動における製品(役務提供を含む)の種類・性質及び販売市場等の類似性を勘案して区分し

ております。

２　各事業区分の主要製品

事業区分 主要製品

オフィス環境事業
オフィス家具、公共施設用家具、各種間仕切、研究施設用家具、セキュリティ製
品、SOHO家具

商環境事業 店舗用商品陳列棚、冷凍・冷蔵ショーケース、店舗カウンター

物流機器事業他
工場・倉庫用物品保管棚、物流自動機器・装置、産業車両・建設機器用流体変
速機、不動産賃貸、保険

　

【所在地別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

全セグメントの売上高の合計に占める「日本」の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情

報の記載を省略しております。

　

当第１四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日)

全セグメントの売上高の合計に占める「日本」の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情

報の記載を省略しております。

　

【海外売上高】

前第１四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

　

当第１四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日)

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

　

(有価証券関係)

有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、事業の運営において重要性がないため、記載

を省略しております。

　

(デリバティブ取引関係)

デリバティブ取引は、すべてヘッジ会計を適用しているため、記載を省略しております。
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(企業結合等関係)

該当事項はありません。

　

(１株当たり情報)

１.　１株当たり純資産額

　
当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日)

前連結会計年度末
(平成21年３月31日)

　 　

　 709.77円
　

　 　

　 692.34円
　

(注)　１株当たり純資産額の算定上の基礎

項　　　　　目
当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日)

前連結会計年度末
(平成21年３月31日)

純資産の部の合計額(百万円) 78,840 76,939

普通株式に係る純資産額(百万円) 78,254 76,335

差額の主な内訳(百万円) 　 　

　少数株主持分 586 604

普通株式の発行済株式数(千株) 112,391 112,391

普通株式の自己株式数(千株) 2,138 2,133

１株当たり純資産額の算定に用いられた
普通株式の数(千株)

110,252 110,257

　

２.　１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

　
前第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日)

１株当たり四半期純利益 17.31円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 ―
　

１株当たり四半期純利益 3.78円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 ―
　

(注) １　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。

２　１株当たり四半期純利益の算定上の基礎

項　　　　　目
前第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(百万円) 1,909 416

普通株式に係る四半期純利益(百万円) 1,909 416

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式の期中平均株式数(千株) 110,288 110,255

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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(リース取引関係)

所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年３月31日以前のものに

ついては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っておりますが、当四半期連結会計期間

末におけるリース取引残高は、前連結会計年度末に比べて著しい変動はありません。

　

２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
　

　

平成20年８月12日

株式会社岡村製作所

取締役会　御中

　

あずさ監査法人

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　磯　　貝　　和　　敏　　㊞

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　山　　口　　直　　志　　㊞

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　中　　村　　宏　　之　　㊞

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式

会社岡村製作所の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結累計期間

(平成20年４月１日から平成20年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照

表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この

四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に

対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

　

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社岡村製作所及び連結子会社の平成20

年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ

・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　
 
※１　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書

提出会社)が別途保管しております。

※２　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
　

　

平成21年８月12日

株式会社岡村製作所

取締役会　御中

　

あずさ監査法人

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　磯　　貝　　和　　敏　　㊞

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　山　　口　　直　　志　　㊞

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　中　　村　　宏　　之　　㊞

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式

会社岡村製作所の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間

（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成

21年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及

び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成

責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明すること

にある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

　

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社岡村製作所及び連結子会社の平成21

年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ

・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　
 
※１　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書

提出会社)が別途保管しております。

※２　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。
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